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合意形成のためのCVMを 用 いた

ごみ処理施設建設の補償評価に関する研究
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近年の環境問題に対応 して,「 ごみ処理に係 るダイオキシン類発生防止法等のガイ ドラ

イン」が策定 されたことに ともない,ご み処理効率化 のた めに ゴ ミ処理広域化 が全国各

地で計画 ・実施 され始 めているが,広 域化 に伴い新 たな建設計画が発表 され ると,地

域住民か ら反 対 され るケースが多 くみ られ てい る.こ うした反対運動の事例では,そ の

選定過程の不透明 さや情報の公開不足をきっかけとしていることが多い.

こうしたことを鑑み本研 究では,ご み処理建設事業計画を進 めて行 く過程 で必要不可欠

である住民の合意を形成す るために,建 設地選定によって生ずる住民間の不公平感 を軽減

するための手段 として,施 設建設地の周辺地域に対する補償金を与えるとい う政策 を提案

し,政 策を行った場合 の支払意志額 を算出する.そ して事例研究 として,現 在 ごみ処理広

域化計画が進められている長野県大北地域を対象に,CVM(仮 想市場評価法)を 用いてご

み処理施設建設に ともな う地域補償の評価を行った.

【キーワー ド】ごみ処理事業広域化計画,地 域補償,合 意形 成,CVM(仮 想 評価 法)

1.は じめに

平成9年 に旧厚生省が 「ごみ処理 に係 るダイオ キ

シン類発生防止法等のガイ ドライ ン」1)を策定 した

ことにより,そ れ以降の ごみ処理施設 の建て替 えや

新設 の際の諸問題 が顕在化す るよ うになってきた.

このガイ ドライ ンでは,排 ガス基 準等 を見直 し,ダ

イオキシン類 の発生を抑制 してい く処理体系 と して,

ごみの発生抑制 ・再生利用 を徹底 し,ご みの焼却量

を削減す る方策が示 され,さ らに新設す る焼却施設

は原則全連続炉(24時 間連続焼 却)・ 小規模施設の

集約化(広 域化)と い う方針 が示 されてい る.そ の

ため,ご み量が少 なく全連続炉 での焼却が困難 な小

規模な市町村では,近 年の財政状況 の悪化 もあいま

って隣接す る市町村 と連携 して,一 定規模以上の全

連続炉への集約化(広 域化)を 総合的かつ計画的に

推進す る必要が生 じてお り,さ らに財政状況が悪化

している自治体 が増 えてい る近年では,ご み処理施

設の よ うな大規模公共施設の建設 ・運営は大きな財

政負担 となって しま う.こ うした ことか ら,広 域化

で ごみ処理 に対応 しよ うと,全 国各地で計画 ・実施

されている.

しか しなが ら広域化推進 に ともない,表1に 示 し

た事例の よ うな処理施設建設 地の設定を巡 って,各

地で反対運動 が起 きてい る.広 域化 による ごみ処理

施設 の建設 は,地 域全体の効率性 を考 えるために,

従来施設の建設地 とは別 の場所 に決定 され るこ とが

多 く,当 該予定地 となる周辺住民による反対運動が

起きやすい.ま た,こ うした反対運動 の事例で は,

その選 定過程の不透 明 さや情報 の公 開不足 をきっか

けと していることが多い.

こ うしたこ とか ら近年 では,公 共事業 を行 う際 に

は事業の計画過程や計画の妥 当性 についての説 明責

任 を果た し,そ の うえ住 民 との合意形成 の必要性 が
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表1全 国のごみ処理広域化事例

重要視 されている.し か しなが らこ うした考 え方の

導入手順や手法は,い まの ところ国や県 ・大都 市 レ

ベルでは取 り入れ られてい るが,小 規模 自治体では

技術的 に習熟 されてい る とは言い難 い.そ のため小

さな市町村同士が広域連合 を組織 して計画 を行 って

い くよ うなケー スで,住 民の反対運動が起 こるこ と

が多 くなっている と思われ る.

また一般的 な公 共施設 は個 人 が直接利 用す る こ

とによって効用を得 るこ とができる ことが多いため,

施設 が近 くにあれば利便性が増 しさらに効用が高 く

な ることになる.し か しなが ら反対に ごみ処理施設

が近 くにあることは,住 民の住環境や心理状況 に影

響 を与え,負 の効用 を発 生 させ るこ とにな る.さ ら

に広域化 ともなれ ば,他 地域 の ごみ まで受 け入れ る

ことにな り,施 設近隣住民 に対 して よ り一層不公 平

感 をあた え,心 理的状況 を悪化 させ ることにな りか

ねない.

こ うしたことを鑑 み本研 究では,ご み処理建設事

業計画を進 めて行 く過程で必要不 可欠で ある住 民の

合意 を形成す るために,建 設地選 定によって生ず る

住 民間の不公平感 を軽減す るための手段 として,施

設建設地の周辺地域 に対す る補償金 を与える とい う

政策 を提案 し,政 策 を行 った場合 の支払意志額 を算

出す る.そ して事例研究 として,現 在 ごみ処理広域

化計画が進 められている長野県大北地域 を対象 に,

CVM(Contingent Valuation Method:仮 想 市場評価 法)

を用いてごみ処理施設建設 に ともな う地域補償 の評

価 を行 う.CVMと は市民 にアンケー トして環境 の

価値 を金額 で評価す る方法の ことで ある.

2.長 野 県大北地域 ごみ処理事業 につ いて

2.1長 野県大北地域の概要

長野県大北地域(た いほ くちい き)は,図1に 示

す長野県北西部 に位置 し,大 町市 を中心 とした地域

の ことを指す名称 で,北 安曇郡(小 谷村 ・白馬村 ・

池 田町 ・松川村)と 大町市で構成 されている.県 庁

所在 地の長野市 とは60kmの 距離で結 ばれ,総 面積

は1015km2,人 口は6万4千 人 ほどである.西 部 に

は標高3000mの 広大 な北アルプス,東 部には1000

m近 い 山々がそれぞれ連な り,山 に挟 まれた盆地を

高瀬川や姫川 が南 北に縦断 している.北 アルプスの

麓に位置 し,夏 は登 山や避暑地 として,冬 はスキー

が盛 んな観光地で もある.な かで も白馬村は観光関

連産業が さかんで あ り,ス キー場な どの観光地を中

心に年間約700万 人の観 光客が訪れ る地でもあ る.

今回対象 とす る事業 は,大 北地域 のなかで北アル プ

ス広域連合 の構成 自治体で ある大町市 ・白馬村 ・小

図1対 象地域(大 町市 ・白馬村 ・小谷村)
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谷村 の3者 で計画 され ているごみ処理広域化計画事

業である.

今 回対象地域 とす る大町市 ・白馬村 ・小谷村 は平

成19年 現在,人 口約4万5千 人(う ち大町:31.8

千人,白 馬:9.3千 人,小 谷村:3.6千 人),総 世帯

数約1万7千 世帯 を数 える規模 の地域である.ま た

昭和50年 頃か ら人 口が減少 し,現 在65歳 以上 の

割合 が25%を 超 えてお り,過 疎化 ・高齢化 が早 く

か ら進 んで きてい る地 域で もある.

2.2ご み処理の現状および北アル プス広域連合大

北地域 ごみ処理広域化事業

1)ごみ処理の現状

3市 村の ごみ排出量 の推移 を図2に 示す.広 域化

対象地域全体では人 口が減少傾 向にあるにも係 わ ら

ず,平 成10年 度以降増加傾 向 となってい るが,こ れ

は野焼 きの減少や家庭焼却炉 の廃止 が大きな要因の

1つ と考え られ る.ま た図3に 示 した3市 村の住 民1

人1日 当た りのごみ排 出量 を見てみ ると.長 野県平

均1.005kg/日(平 成15年 度 実績)と 比べ ると3市

村 とも高くなってお り,特 に 白馬 ・小谷両村では1.5

倍 とい う高い値 となっている.さ らにごみ排 出につ

いて両村の特徴 は,1月 ～3月 と8月 にごみ排 出量

が非常に多 くなってい ることや収集 ごみ に比べ て直

接搬入 ごみ の割合 が非常に高い(白 馬村では収集:直

接搬入=1:3,小 谷村 は収集:直 接搬入=1:1)こ と

が挙 げ られ る.こ のこ とは観 光産業 が盛 んであ るこ

とによ り,宿 泊施 設等 の事業 系 ごみが 大 きな割合

図2大 町市 ・白馬村 ・小谷村の ごみの排 出量

図31人1日 あた りの ごみ排 出量

を 占め てい るこ とが考 え られ る.

2)ご み処理広域化事業

現在,大 北地域 のごみ処理焼却事業は,3箇 所 に

分 けて処理 してい る.大 町市は単独で 「大町市環境

プラン ト」を運営 し,白 馬 ・小谷村 は 「白馬 山麓清

掃セ ンター」にて共 同処理 している.残 る池 田町 と

松川村 は松本広域地 区内の穂 高広域施設組合 に入 り,

「穂 高ク リーンセンター」 にて処理 している.こ の

うち今 回の広域化事業 は 「大町市環境プ ラン ト」の

施設 老朽化 にともない,北 アルプス広域連合 によ り

平成11年 か ら計画が始め られてい る.

一般 に ごみ処理施設 の寿命 は20年 とされてい る

が,表2に 示 した現在 の ごみ処理施設 の概要にみ る

と大町市環境プ ラン トは稼動 か ら19年 経過 してい

表2既 存施設の概要
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る.こ のプ ラン トは6年 前 に平成22年 まで使用す る

計画でダイオキシン類対策 の改修が行われ たが,あ

と3年 で寿命 を迎 える.白 馬 山麓清掃センター は,

平成27年 まで稼動 させ る計画で7年 前に同様 の改修

が行 われている.大 町市環境プ ラン トは耐用年数が

表3建 設予定施設の概要

図4建 設候補地

迫っているが,両 施設共 に現在 の用地へ建替 えはで

きないため,ご み処理施設建設 のための新 たな用地

選定 が必要 となってい る.

本 事業計画 は現在 稼 動 中で ある大町市環境 プ ラ

ン ト ・白馬 山麓清掃セ ンターの2施 設を1つ に集約

化 し,平 成22年 までに新施設 を建設す る とい うもの

である.北 アル プス広域連合は,平 成17年3月 に「ご

み処理広域化基本計画 」を制定 し,3市 村 内の18ヶ

所の候補地か ら用 地選 定を行 っている.平 成19年2

月に 白馬村飯森 地区を最終候補地に決定 し,白 馬村

内の建設候補 地周辺 で住民説明会を行 っている.建

設予定施設の概要 を表3に,建 設候補地 を図4に 示

す.新 施設 は,建 設費用が33億 円,総 額事業費約

41億 円,建 物高 さ25m,煙 突高 さ50m,排 ガス基

準は現状 よ り良い ものが計画 され てい る.大 町環境

プラン トの寿命 が迫 ってい ることか ら,稼 動年を平

成22年 の 目標 に しているため,平 成19年12月 か ら

の土地調査予定 となってい る.

2.3白 馬村 におけるごみ処理施設建設問題

広域化計画 において最終候補地決定後,候 補地周

辺 は混乱 し,す ぐに反 対の声 が起 こった.計 画の情

報が公 開 され ないままの候補地決定に周辺住民は惑

い,反 対住民 は協議会 を独 自に形成 し反対運動 を展

開 している.反 対理由 としては,排 ガスの影響 ・景

観 と観光客への影 響 ・財政圧迫 ・人 口の多い大町 の

ごみを 白馬 に持 ち込む のか ・白馬が適切 な場所 でな

い等を挙 げてい る.自 然環境や観 光産業が村 の魅力

であ り,村 の入 り口である飯森地区が候補地 となっ

た ことを深刻な問題 と捉 えてい る.反 対 グルー プは

用地選 定過程か らや り直すべ き として,白 紙撤回 を

目標 に署名活動 を行 って いる.署 名活 動は平成19

年11月 時点で 白馬村 民の50%を 超 え,北 アル プス

広域連合長 へ提 出 され ている.ま た,住 民 グループ

は議会議事録等 か ら用地選定過程 の不適切を発見 し,

不透 明な候補 地選 定過程 に問題があ り,住 民の同意

を得 る努力 を最優先 に していない と訴 えている.候

補地決定までの経緯 を表4に 示す.反 対住民グルー

プの活動等 に よ り,用 地 の環境影響調査が2ヶ 月遅

れ てい る.広 域連合長 は,混 乱が1年 以上続 くよ う

であれ ば,他 の方法 を見出す ことも示唆 してい る.
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表4最 終候補地決定までの広域化経緯

3.CVMを 用 いた施設建設地域への補償評価

ごみ処理施設建設候補地 の決定過程において少 な

か らず問題があったとはいえ,何 れかの場所 にごみ

処理施設が必要不可欠な ことはすべての住民に とっ

て周知の事実である.反 対住 民に とっては環境や景

観お よび観光産業 の面か らみ ると最終候補地が必ず

しも最適地で あるとはい えない とい う点 と人 口の多

い大町の ごみ を白馬 に持 ち込むのは不公平である と

い う点 を重視 している.前 者は最適 地を選定す るた

めの指標 となる評価項 目や重要度を明確 に し,そ の

つ ど情報 を公開 し,住 民の意見 を聞いてい くといっ

た合意形成 のための技術的 な面の重要性 の認識不足

か ら来たものであろ う.も ちろん最適地であった と

して も後者のよ うな不公平感 が生ず ることは明 らか

であ り,そ こで本研究では住民 の合意 を形成す るた

めには建設予定地決定以前に周辺地域への補償施策

を打 ち出 してお く必要が ある と考 え,CVMを 用い

てこの補償評価 を行 うこととした.

3.1住 民の意識調査

本調査 は平成19年12月 に大 町市民 ・白馬村

民 ・小谷村 民 を対象 と し,郵 送方式 によ り実施 し

表5ア ンケー トの 内容 と質問項 目

表6仮 想政策
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表7提 示額 と配布数

た.ア ンケー ト対象地域には16000世 帯が存在す

るため,母 集団か らサ ンプル を抽出す る標本調査

を行 う.必 要な標本の大きさの決め方は区間推定

と呼 ばれ る統計的手法を背景 に した以下の式か

ら求める.

(1)

ここで,目 標 精度e=0.05,信 頼 率0.95(k=1.96),

母集 団比率P=0.5,母 集 団 の大 き さN=16000と す

る と必要標本 数 は375と な る.調 査 の回収 率 を お

よそ25%程 度 と見込み,1000世 帯 を抽 出 し,ア

ンケー トを送 付す る こ とに した.配 布 数の割合 は,

大町市に680通,白 馬村 に240通,小 谷村 に80通 と

した.配 布地域 の抽出には平成17年 度 国勢調査にお

ける3市 村 の世帯数 を用い,そ れ に比例 させて各地

域 の配布数 を決定 した.ア ンケー トの回収数は全体

で371通 で あ り,そ の内訳 は大町市234通(34.4%),

白馬村100通(41.7%),小 谷村35通(43.8%)で

あ り,関 心の高 さが伺 える.そ の うち完全回答数 は

大町市208通(30.6%),白 馬 市94通(39.2%),小

谷市31通(38.8%)で あった.さ らに完全回答か ら

抵 抗 回 答 を 除 い た 有 効 回 答 数 は 大 町 市154通

(22.6%),白 馬 サンプル50通(20.8%),小 谷サン

プル22通(27.5%)と い う結果 となった.ア ンケー

トの内容 と質問項 目は表5に 示 したが,質 問項 目に

ついては,あ らか じめプ レテ ス トを実施す るこ とに

よ り,項 目の理解の容易 さや妥 当性 について確認 を

行 ってい る.

白馬村飯森 地 区での ごみ処理 施設 建設 に ともな

う地域補償額 を評価す るために,本 調査では表6の

よ うな仮想政策 を設定 し,そ れぞれの政策 について

建設 地周辺への補償金 の支払意志額についての質問

を行 った.仮 想政策1は 広域化計画が実行 され るケ

ース
,仮 想政策2は 反対 グループが北アルプス広域

連合に提案 した方策を参考 に,広 域化 をせず大町市

単独 で建設す るとい うケースを想定 した.住 民の費

用負担方法 として,本 調査 では行政が行 う公的政策

として補償金 を税金 とは別 に収集す る方式 を採用 し

た.費 用負担には税金方式 もあるが,大 北地域 の新

たな問題 として全住民に捉 えてもら うために,行 政

が ごみ処理政策 を行 うために住民が補償金 を出 し合

うとい うシナ リオ とした.ま た,補 償金方式は税金

方式に比べ対象物 を過 大評価す る恐れ があるため,

回答者 がみずか らの財 の減少 を しっか りと認識す る

ために も最後の一文を加 えた.

さ らに本調 査 では支払 意志 額 の質 問 に対 して 二

段階二項選択法(ダ ブル バ ウン ド方式)2)を 用 いて

回答者 の支払意志額を決 定 した.二 段階二項選択法

とは初期提示金額(T)に 対 して 『YES/NO』 を答 え

て もらい,『YES』 と答 えた場合 は さ らに高い金額

(TU)を,『NO』 と答えた場合は さらに低 い金額(TL)

を提示 し,そ れ に 『YES/NO』 で回答 してもら う方

法で ある.こ の方法は比較 的少 ないサ ンプルか ら良

好なサ ンプルが得 られ るとされ てい る.こ れに よ り

回答 を大き く4つ(YY回 答,YN回 答,NY回 答,

NN回 答)に 分け ることができる.提 示金額 につい

て,本 調 査で は表7に 示す よ うに初期提 示額 が100

円か ら700円 まで の4段 階に設定 した.

3.2ラ ンダム効用モデルについて3)

二段 階二項 選択 法 に よって得 られたデ ー タか ら

個人の支払意志額(willingness to pay:以 下WTP)

を導 出するために,本 研 究ではHanemann et al.4)の

ランダム効用モデル を適用 して分析 を行 うことにす

る.環 境の状態 がQ0か らQ1に 変化する とき,こ の

環 境を改善(悪 化)す る施策の価値 を補償余剰(等

価余剰)測 度 によって評価 す る.回 答者 の間接効用

関数Uが 式(2)の よ うに観 測可能 な部分Vと 観測不
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可能 な部分(ラ ンダムな部分)ε とで表 され るもの

とす る.た だ し,Xは 所得 を示す.

(2)

回答者にT円 の提示額を示 した ときに回答者が

賛成 と答える確率は,

(3)

となる.た だ し,△Vは 観 察可能 な効用関数の差,G

は任意の累積分布 関数で ある.こ こで,Gが ロジス

テ ィック分布 に従 うと仮定す ると,ロ ジ ッ トモデル

とな り,式(2)は 次式の通 りとな る.

(4)

二段階二項選択法の場合,最 初に初期提示額Tを

示 し,賛 成 と答 えた人 には初期提示額Tよ りも高い

金額TUを 示 し,反 対 と答 えた人 には低 い金額TLを

示す.意 志表示の組み合わせ は4通 りあ り,それ ぞれ

の回答 が得 られ る確率は,以 下の通 りとな る.

(5)

次 に△Vの 特定化を行 う.こ の関数型 には一般 に

次のよ うな線形関数や対数線 形関数 が用 い られ るこ

とが多いが,本 研究では式(6)に 示す 対数線形関数 を

想 定す ることとした.

(6)

式(7)の パラメータa及 びbを 最尤推定法 によ り推

定す ることで,支 払意志額 が得 られ る.尤 度 関数 は

次の ように表 され る.

(7)

ただ し,dYYは 回答者が2回 とも賛成 と答えた時 に

1,そ れ以外 の時には0と なるダ ミー変数であ り,dYN

,dNY,dNNも それ ぞれ 同様 のダ ミー変数 で あ

る.

3.3支 払意志額(WTP)の 推定

ごみ処理場建設 に ともない地域環境 の状態が悪化

す るとき,こ の環境悪化 を防止す る施策 の価値 を補

償余剰(等 価余剰)測 度 によって評価す る.

WTPの 推定にはそれ に影響 を及 ぼ し得 る要因をモ

デル に組み込むフルモデル2)を 適用 し,WTPに 影響

す ると考 え られ る要因の解析,且 つ,WTPの 推定 を

行 った.最 初 に,WTPに 影響 を及ぼす と思われ る項

目をすべて入れた状態 で推定す る(モ デル1).そ の

結果,有 意 とされ る項 目のみ を取 り出 し,そ れ をも

う一度推 定す る とい う作業 を繰 り返 し行 った.そ こ

で最終的に有意 と判断 され た項 目(モ デル2)がWTP

に影響 しているもの とし,そ の推 定値 をもとにWTP

の解析 を行 った.ご み処理施設 に対す る支払意志額

関数 としては,以 下の線形関数 を想定す る.

(8)

ただ しA,bは 推定 され るパラメー タであ り,各 変数

Xに ついては表8に 示す.ま た式(8)中 のpersonalは

個人属性 を,valueは ごみ処理広域化計画 についての

知識や イメー ジを,そ してvalueは 建設用地の選定

項 目についての考 えを表す.そ してアンケー ト質問

に対す る回答方法 として選択肢 が3つ 以上の ものに

ついては,0か ら1の ウェイ トに置 き換えることに

表8変 数一覧表
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表9WTP解 析結果(仮 想政策1)

表10WTP解 析結果(仮 想政策2)

した.ま た,以 上 の 解 析 に は 統 計 ソ フ トLIMDEP

version7.0を 用 い た.

WTPに 影響 し得 る要 因 につ い て,最 尤 推 定法 に よ

る解 析 結果 を表9,表10に 示 した.た だ し,こ の 中

で そ の項 目の確 率p値 が0.1以 下 で あれ ば,WTPと

相 関 が あ り影 響 を与 え て い る とみ な した.

表8よ り,仮 想政策1の 場合,支 払意志額 に影響

を与えてい る項 目として,ま ず有意水準1%で 「観

光客数 に影響 を与 えるか」について,「 与 えない」と

回答 した人 ほ ど,支 払意 志額 が高 くな る傾向がある

ことがわか り.ま た有意水準5%で 「広域化計画を

してほ しいか」につい て,「 してほ しい」と回答 した
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人ほ ど支払意志額が高 くなる傾 向があることもわか

った.こ の2項 目か ら,金 額 を高 く支払 う意志 があ

る人ほ ど,観 光業 に影響 しない と感 じ,広 域化 に賛

成 しているとい う事が うかがえる.こ れは回答者 が

ア ンケー トの仮想政策 シナ リオをよ く認識 している

と考 えられ る.そ の他の項 目につ いてはp値 が0.1

以上 を示 したため,支 払意志額 に影響 を与 えない と

考 え られる.つ ま り,回 答者 は 「ごみ処理広域化計

画への考え」や 「建設用 地選定項 目についての考 え」

に関わ らず に,支 払意志額 を決定 してい る とい う事

である。また,個 人属性 について も,支 払意志額に

影響 を与えてい るとされ る項 目はな く,性 別や年齢

な どの違いによ りごみ処理施設対す る価値 が異 なる

とはいえないもの と考 え られ る.

図5WTPの 推定関数(仮 想政策1)

図6WTPの 推定関数(仮 想 政策2)

また表10よ り,仮 想 政策2の 場合 では,広 域化

とは異なる仮想 政策 を示す設 問であったため,影 響

す る項 目に違いが見 られ た.ま ず,有 意水準5%と

して 「広域化計画 を知 ってい るか」とい う質問で 「知

らない」 と回答す る人ほ ど支払意志額 が高い傾 向が

み られた.こ れは広域化 の知識 がない人 ほ ど,広 域

化 しない とい う現状維 持に近 い形の ときに地域補償

す る意志がある と考 えられ る.

表9,10に おけるモデル2の 推定結果 をもとに解

析 したWTPの 推定関数 を図5,6に 示す.こ こで,

本調査におけるWTPの 推定には50%の 人が支払 っ

て も良い と答える金額(中 央値)を 用 いた.そ の結

果推定 された支払意志額 は仮想政策1で489円,仮

想政策2で は454円 となった.た だ し,本 研究では

支払意志額に影響す る項 目が少 なかったため,推 定

関数 にそれ ほど多 くの変数 を組み込む ことができな

かった.

3.43市 村別の支払意志額の推定

今 回の調査 においては,す でに候補地 となってい

る白馬村飯森地区 を仮想 政策 の1つ として設定 して

い るため,3市 村の住民間での温度差に違いがある

と思われ る.そ のた め市村 ごと支払意志額 に差があ

るこ とが考え られ,サ ンプル を市村 ごとに分 けて解

析 を行 った.た だ し3つ の地域 に分 けて推 定を行 う

ことにな り,サ ンプル数が少な くなって しま うため,

ここではパ ラメー タを提 示額 のみ とす るシンプル

モデル を用いて推 定 した.そ の結果 を表10,11に 示

す.

仮想施策1で は,支 払意志額が大町市549円,白

馬村331円,小 谷村617円 とな り,地 域 間で大きな

違いが表れ てい る.ま た仮想施策2で も,支 払意 志

額が大町市524円,白 馬村321円,小 谷村408円 と

な り,お な じく地域 間で大きな違いが表れてい る.

ただ しいずれ の市村 で も仮 想政 策1の 方 が支払意

志額 は高い値 になってお り,広 域化 した場合 の方が

地域補償 すべ きで あ る と思 われて い るこ とが伺 え

る.ま た小谷村 は仮想政策1の 支払意志額が仮想政

策2の1.5な 倍 とい う高 い値が得 られ た.小 谷村 は

人 口4千 人 に満 たない小 さな村で あ り,財 政難や単

独 で新 しいガイ ドライ ンを満 たす こ とが難 しい た

め、独 自に施設 を建設 で きない.仮 想政策2の 場合
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小谷村は白馬村にごみ処理を依存することとな り,

今後修繕費な どで過度の負担を強い られる可能性

も捨て切れない.従 って小谷村の住民は広域化によ

る新施設建設を強く望んでいることが伺える.

3.5施 設建設地域への補償評価

3.3で 推定 された支払意志額を用いて最終的な地

域補償額の総額 を算出す るが,補償金方式の仮想政

策を実施する場合補償金額を半端な額では行わな

表11市 村 ごとのWTP解 析結果(仮 想政策1)

表12市 村 ごとのWTP解 析結 果(仮 想政 策2)
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い と考 え,支 払意志額489円 を500円 に,454円 を

450円 に換算す ることとした.広 域化 を評価す るた

めの建設地周辺への補償額算 出には,支 払意志額 に3

市村の総世帯数(平 成20年1月 時 約16800)を 乗

じ,さ らにアンケー トの回収率(37.1%)を 乗 じた.

回収率を乗 じることで,ご み処理事業や広域化計画

へ の関心を示す者 による補償 額を算 出す ることがで

きる.

その結果地域補償額 は,広 域化 して 白馬村 に建設

の場合 で年 間312万 円,広 域化せず 大町市 に建設の

場合 で年間280万 円であった.ご み処理施設稼動期

間の20年 間における現在価値(社 会的割 引率4%)

で評価す る と,4240万 円(白 馬村 に建設),3805万

円(大 町市 に建設)と い う結果 となった.今 回の分

析結果 よ り,何 れ の地 に建設 しようともその地域 に

対す る地域補償 として年間約300万 円を提供す るこ

と可能 で あるこ とが本研 究 に よって算 出 され た住

民の支払意志額 よ り明 らか となった.

4.ま とめ

本研究では,ご み処理建設 事業計画 を進 めて行 く

過程 では住 民の合意 を形成 す るこ とが重要 であ り,

建 設地選 定 によって生ず る住 民の不公 平感 を軽減

す るための手段 として,施 設建設 地の周辺地域 に対

す る補償金 を与 えるとい う政策 を提案 し,政 策 を行

った場合の支払意志額 を算 出 した.そ の事例 として,

現在 ごみ処理 広域化計 画 が進 め られ てい る長 野県

大北地域を対象に,CVM(仮 想市場評価法)を 用 い

て ごみ処理 施設建設 に ともな う地域補 償 の評 価 を

行 った.

アンケー ト調査は郵送方式で行 ったが,回 収率が

全体では37%,特 に 白馬村 ・小谷村では42・44%

と今回 の ごみ処 理広 域化計 画 に対 して 関心が高 い

ことがわかった.今 回のモデル推定 には建設地の選

定 のため に重 要 とみ られ る項 目や観光 に関 わる項

目の よ うな変 数 を組 み込 む こ とが できなか ったた

め、今後 はモデルの精度 向上のために検討 ・改良 し

てい きたい.し か しなが ら,本 研究に よって地域 間

の意識差 を数値 に よって 明 らかにす ることができ,

さらに地域補償 として年間約300万 円を提供す るこ

とが可能である ことを明 らかに した.

　 さらに今 後 は ごみ処 理施 設 をは じめ とす る周 囲

の環境 に影響 を与 える公 共施設 建設 にお ける住 民

の合意形成過程 において,本 研 究で取 り扱った支払

意思 額 の実際の 地域社会 で の利用 可能性 を検討 し

てい く必 要 が あ る｡さ らにWTA(willingness to

accept:受 入補償額)を 分析 し,支 払意志額 との比較

検討 を行った り,ア ンケー ト調査や推定 された支払

意思額 の住民へ の提 示 に よる問題意識啓発 の効果

を分析 した りして行 きたい.
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A Compensation Evaluation by CVM on Constructing Garbage Processing Plant

By Tatsuo Takase, Shun Fujiwara, and Ken Koyama

This chapter focuses on a compensation for vicinity resident as constructing garbage processing

plant. The Basic Guidelines for reduce dioxin levels were drow up in 1997. Therefore, To make the

garbage processing efficiency, the garbage processing in wide area is executed in various places in
reacent years. However, serious problems were caused by this plan. One of the biggest problems is

the protest campaign caused by the vicinity resident, because of the lack of explanation and the

closed-door of information. In the light of this ploblem, it is important to obtaine the resident's mutual

agreement. This paper presented a compensation evaluation by CVM on constructing garbage

processing plant.
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